
奈
良
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
六
十
四
号

奈
良
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二

条
を
加
え
る
。

（
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る
提
出
書
類
）

第
九
条
の
二

条
例
第
十
条
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
の
様
式
は
、
第
十
一
号
様
式
の
二
と
す
る
。

（
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る
申
請
書
類
）

第
九
条
の
三

法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
滞
納
者
が
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
申

請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
三
に
よ
る
申
請
書
を
県
税
事
務
所
長
等
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
五
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
滞
納
者
が

申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
期
間
の
延
長
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
一
号
様
式
の
四
に

よ
る
申
請
書
を
県
税
事
務
所
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
号
様
式
中
「6

0日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「審

査
請

求

（こ
の

通
知

書
を

発
付

し
た

者
が

知
事

で
あ

る
場

合
は

異
議

申
立

て

）
」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「審

査
請

求

（こ
の

通
知

書
を

発
付

し
た

、

者
が

知
事

で
あ

る
場

合
は

異
議

申
立

て
以

下
同

じ

）に
対

す
る

裁
決

（こ
の

通
知

書
を

発
付

し
、

。
。

た
者

が
知

事
で

あ
る

場
合

は
決

定
以
下

同
じ

）
」
を
「審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決

」
に
改
め
る
。

、
。

。

第
八
号
様
式
中
「60

日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「審

査
請

求

（こ
の

催
告

書
を

発
付

し
た

者
が

知
事

で
あ

る
場

合
は

異
議

申
立

て

）
」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「審

査
請

求

（こ
の

催
告

書
を

発
付

し
た

、

者
が

知
事

で
あ

る
場

合
は

異
議

申
立

て
以

下
同

じ

）に
対

す
る

裁
決

（こ
の

催
告

書
を

発
付

し
、

。
。

た
者

が
知

事
で

あ
る

場
合

は
決

定
以

下
同

じ

）
」
を
「審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決

」
に
改
め
る
。

、
。

。

第
九
号
様
式
中
「6
0
日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「審

査
請

求

（こ
の

告
知

書
を

発
付

し
た

者
が

知
事

で
あ

る
場

合
は

異
議

申
立

て

）
」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「審

査
請

求

（こ
の

告
知

書
を

発
付

し
た

、

者
が

知
事

で
あ

る
場

合
は

異
議

申
立

て
以

下
同

じ

）に
対

す
る

裁
決

（こ
の

告
知

書
を

発
付

し
、

。
。

た
者

が
知

事
で

あ
る

場
合

は
決

定
以
下

同
じ

）
」
を
「審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決

」
に
改
め
る
。

、
。

。



第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第10号様式（第９条関係）

担 保

□　有

□　無

円

円

添　 付 　す 　る 　書 　類 　欄

□　収支の明細書　□　財産目録

円

資 金 調 達 の 方 法

　□　財産収支状況書 □　担保関係書類

円

・ ・

円

・ ・

納付（納入）金額

差 押 解 除 の 有 無 　　無　　・　　有　　（理由）

年　月　日年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日
納
 
付
 
（

納
 
入
）

 
計
 
画

円

ふ り がな

氏 名
又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申
　
　
請
　
　
者

住 所
所 在 地

第２項

奈 良 県 知 事 殿

地方税法第15条
第１項第　号（第５号の場合、第　号類似）

の規定により、次のとおり徴収猶予を申請します。

期 別

携帯電話　　　（　　　）電話番号　　　（　　　）

延 滞 金

〃　　

〃　　

円

猶 予 期 間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　月間

円

円 円

〃　　

納 期 限 税 額

・ ・

計

・ ・

円 円法律による金額

申請年月日 　　　　年　　　　月　　　　日

※
事
務
所
整
理
欄

整 理 番 号

円 円

納付（納入）金額

　個人番号又は法人番号欄は、納税者（特別徴収義務者）の個人番号（行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成
25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号をいいます。）又は法人
番号（同条第15項に規定する法人番号をいいます。）を記載してください。

加 算 金

円

税 目

円

円

年度

一 時 に 納 付
（納入）する
ことができな
い事情の詳細

殿

殿奈良県自動車税事務所長

納
付
（

納
入
）

す
べ
き
徴
収
金

徴 収 猶 予 申 請 書

担 保 財 産 の 詳 細
（種類、数量、価
格、所在等）又は
提 供 で き な い
特 別 の 事 情

納付（納入）すべき徴収金のうち、
徴収猶予を受けようと する 金額

右詰で
記　載個人番号又は法人番号

奈良県 県税事務所長

猶 予 該 当
事 実 の 詳 細

第２項該当
の 場 合 は
記 載 不 要

収受印

印

注



殿

徴 収 猶 予 期 間 延 長 申 請 書

担 保 財 産 の 詳 細
（種類、数量、価
格、所在等）又は
提 供 で き な い
特 別 の 事 情

法 人 番 号

差 押 解 除 の 有 無 　　無　　・　　有　　（理由）

円

　□　財産目録 □　収支の明細書

円 円 円

　法人番号欄は、納税者（特別徴収義務者）の法人番号（行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27
号）第２条第15項に規定する法人番号をいいます。）を記載してください。

　□　財産収支状況書

円

円 円

円

円

納
 
付
 
（

納
 
入
）

 
計
 
画

年　月　日

円

年　月　日 納付（納入）金額

ふ り が な

氏 名
又は名称

奈 良 県 自 動 車 税 事 務 所 長

年 度

殿

奈良県 県税事務所長 殿

円

税 目

猶予期間内に
猶予を受けた
金 額 を 納 付
（納入）する
ことができな
い 理 由

□　担保関係書類

延 長 期 間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　月間

円

資 金 調 達 の 方 法

□　無

□　有

担 保

添　 付 　す 　る 　書 　類 　欄

年　月　日 納付（納入）金額

〃　　

　　　　年　　　　　月　　　　　日

納付（納入）金額

・ ・

　地方税法第15条第４項の規定により、次のとおり徴収猶予期間の延長を申請します。

申
　
　
請
　
　
者

住 所
所 在 地

申請年月日

〃　　

　　　　年　　　　月　　　　日

電話番号　　　（　　　） 携帯電話　　　（　　　）

※
事
務
所
整
理
欄

整 理 番 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ・

・ ・

計

・ ・
円 円

〃　　

猶　　　予　　　期　　　限

・ ・

円

納 期 限 税 額

〃　　

法律による金額 円
延

長

に

係

る

徴

収

金

徴

収

猶

予

期

間

延 滞 金

円

第11号様式（第９条関係）

期 別 加 算 金

奈 良 県 知 事

収受印

印

注



第
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。



第11号様式の２（第９条の２関係）

殿
殿
殿

住 所

氏名又は名称

電 話 番 号

　納税計画
納付（納入 納付（納入）
）年月日 額（円） 年度 税目 通知番号 種別 税額（円） 延滞金（円）

年　　　月　　　日

　私が納付（納入）すべき県税（計　　  　　　　　円）については、その債務を承認します
とともに、一括納付（納入）ができませんので、今後の納税につきましては下記納税計画に基
づいて、必ず完納することを誓約いたします。
　もし、計画通りに納付（納入）することができなかった場合は、直ちに滞納処分を受けても
異議は申しません。
　なお、延滞金、加算金等につきましても本税と同時に納付（納入）いたします。

記

回 左　記　納　付　（　納　入　）　額　の　内　訳

　　印

債務承認書 兼 納付（納入）誓約書

奈良県 県税事務所長
奈 良 県 知 事

奈良県自動車税事務所長



法律による金額 円

換 価 の 猶 予 申 請 書

円 円

円

円

年　月　日

円

年 度 税 目 期 別

・ ・

一 時 に 納 付
（納入）する
ことにより事
業の継続又は
生活の維持が
困難となる事
情 の 詳 細

円

円 円

円 円

円 円

円

計納 期 限 延 滞 金税 額

円

・ ・

・ ・

納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額 納付（納入）金額

〃　　

〃　　

納
付
（

納
入
）

す
べ
き
徴
収
金

円

・ ・

〃　　

加 算 金

担 保

□　有

□　無

資 金 調 達 の 方 法

□　担保関係書類

猶 予 期 間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　月間

添　 付 　す 　る 　書 　類 　欄

円

　□　財産目録 □　収支の明細書

納
 
付
 
（

納
 
入
）

 
計
 
画

年　月　日

　地方税法第15条の６第１項の規定により、次のとおり換価の猶予を申請します。

　□　財産収支状況書

個人番号又は法人番号

申請年月日 　　　　年　　　　月　　　　日

電話番号　　　（　　　） 携帯電話　　　（　　　）

※
事
務
所
整
理
欄

整 理 番 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第11号様式の３（第９条の３関係）

奈 良 県 知 事 殿

奈良県 県税事務所長 殿

奈 良 県 自 動 車 税 事 務 所 長 殿

右詰で
記　載

納付（納入）すべき徴収金のうち、納
付（納入）することが困難なため、換
価 の 猶 予 を 受 け よ う と す る 金 額

担 保 財 産 の 詳 細
（種類、数量、価
格、所在等）又は
提 供 で き な い
特 別 の 事 情

　個人番号又は法人番号欄は、滞納者の個人番号（行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第
２条第５項に規定する個人番号をいいます。）又は法人番号（同条第15項に
規定する法人番号をいいます。）を記載してください。

申
　
　
請
　
　
者

住 所
所 在 地

ふ り が な

氏 名
又は名称

印

注

収受印



〃　　

計

・ ・
円 円 円 円

納 期 限 税 額 加 算 金 延 滞 金

・ ・
〃　　

※
事
務
所
整
理
欄

整 理 番 号

年度 税 目 期 別

　地方税法第15条の６第３項において準用する法第15条第４項の規定により、次のとおり換価の猶予期間の延長を申請します。

申
　
　
請
　
　
者

住 所
所 在 地

申請年月日

・ ・

〃　　

〃　　

・ ・

円

円 円

・ ・

年　月　日 納付（納入）金額

円 円

猶予期間内に
猶予を受けた
金 額 を 納 付
（納入）する
ことができな
い 理 由

猶　　　予　　　期　　　限 　　　　年　　　　　月　　　　　日

円 円

円

円

　法人番号欄は、滞納者の法人番号（行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に
規定する法人番号をいいます。）を記載してください。

年　月　日 納付（納入）金額

円

延 長 期 間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　月間

□　無

担 保

□　有

円

円

納
 
付
 
（

納
 
入
）

 
計
 
画

年　月　日 納付（納入）金額

資 金 調 達 の 方 法

添　 付 　す 　る 　書 　類 　欄

　□　財産目録 □　収支の明細書

　□　財産収支状況書 □　担保関係書類

第11号様式の４（第９条の３関係）

換 価 の 猶 予 期 間 延 長 申 請 書

奈 良 県 知 事 殿

　　　　年　　　　月　　　　日

奈良県 県税事務所長 殿

奈良県自動車税事務所長

電話番号　　　（　　　） 携帯電話　　　（　　　）

円

担 保 財 産 の 詳 細
（種類、数量、価
格、所在等）又は
提 供 で き な い
特 別 の 事 情

ふ り がな

氏 名
又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法 人 番 号

殿

延

長

に

係

る

徴

収

金

換

価

の

猶

予

期

間

法律による金額

収受印

印

注



第
七
十
九
号
様
式

中
「不

服
の

申
立

て

」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「6

0
日

」
を
「３

か
月

」
に
改

(裏)

め
る
。

第
八
十
号
様
式
か
ら
第
八
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「6

0日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

「県
民

税
利

子
割

不
申

告
加

算
金

決
定

通
知

書
兼

納
付

通
知

書
年

月

第
八
十
三
号
様
式
中

「県
民

税
利

子
割

不
申

告
加

算
金

決
定

通
知

書
兼

納
付

通
知

書
年

月

日

」

「県
民

税
利

子
割

不
申

告
加

算
金
決

定
通

知
書

兼
納

付
通

知
書

年
月

日

」

を

に
、
「6

0

日

」

「県
民

税
利

子
割

不
申

告
加

算
金
決

定
通

知
書

兼
納

付
通

知
書

年
月

日

」

日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
号
様
式
の
二
及
び
第
八
十
三
号
様
式
の
三
中
「6

0日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
号
様
式

中
「不

服
の

申
立

て

」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「6

0
日

」
を
「３

か
月

」
に
改

(裏)

め
る
。

第
八
十
五
号
様
式
中
「6

0日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
号
様
式

、
第
八
十
八
号
様
式

、
第
九
十
号
様
式

及
び
第
九
十
一
号
様
式

中
「不

(裏)

(裏)

(裏)

(裏)

服
の

申
立

て

」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「6

0日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
号
様
式
中
「6

0日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「審

査
請

求

（こ
の

告
知

書
を

発
付

し
た

者
が

知
事

で
あ

る
場

合
は

異
議

申
立

て

）
」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「審

査
請

求

（こ
の

告
知

書
を

発
付

、

し
た

者
が

知
事

で
あ

る
場

合
は

異
議

申
立

て
以

下
同

じ

）に
対

す
る

裁
決

（こ
の

告
知

書
を

発
、

。
。

付
し

た
者

が
知

事
で

あ
る

場
合

は
決

定
以

下
同

じ

）
」
を
「審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決

」
に
改

、
。

。

め
る
。

第
九
十
八
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「6

0日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「審

査
請

求

（こ
の

通
知

書
を

発

付
し

た
者

が
知

事
で

あ
る

場
合

は
異

議
申

立
て

）
」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「審

査
請

求

（こ
の

通
、

知
書

を
発

付
し

た
者

が
知

事
で

あ
る

場
合

は
異

議
申

立
て

以
下

同
じ

）に
対

す
る

裁
決

（こ
の

、
。

。

通
知

書
を

発
付

し
た

者
が

知
事

で
あ

る
場

合
は

決
定

以
下

同
じ

）
」
を
「審

査
請

求
に

対
す

る
、

。
。

裁
決

」
に
改
め
る
。

第
九
十
八
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「60

日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
号
様
式

及
び
第
百
号
様
式

中
「不

服
の

申
立

て

」
を
「審

査
請

求

」
に
、
「60

日

」

(裏)

(裏)

を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

第
百
三
号
様
式
か
ら
第
百
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「6

0
日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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